
軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いＱ＆Ａ 

（例外その３：確認依頼書が必要な場合） 

 

Ｑ１ 確認依頼書を提出する前にレンタルが必要な場合はどうしたらよいか？ 

Ａ  軽度者に対して福祉用具貸与をする場合は、①医師の医学的所見の収集、

②サービス担当者会議の開催、③市町村による確認の手続きが必要にな

ります。しかし、認定申請をして早急に必要になった場合や利用者の状

態像の急変等の理由により緊急に福祉用具貸与が必要になった場合で、

③の手続きが完了していない場合は、介護保険課にお問い合わせくださ

い。なお、この場合、①及び②の手続きが完了していることが必要にな

ります。 

 

Ｑ２ 確認依頼書の「貸与開始希望年月日」はいつの日付を記入すればよいか？ 

Ａ  原則として、貸与開始希望年月日は市町村による確認結果が出てからの

日付になります。なお、利用者の状態像の急変等の理由により市町村に

よる要否の判断結果がでる前に福祉用具貸与が必要となる場合には、医

師の医学的所見を収集しサービス担当者会議を開催した月の初日まで遡

及することができます。 

 ※なお、介護保険課への提出は、翌月になっても問題ありません。 

しかし、市からの確認結果通知が届いてからの請求事務になり、月遅れ請求 

になってしまうこともありますので、利用者へは説明をしてください。 

 

Ｑ３ 確認依頼書を提出してからどれくらいで確認結果が出るのか？ 

Ａ  概ね１週間から１０日でケアマネジャー又は介護予防支援事業所の担当

職員宛に郵送しています。 

 

Ｑ４ 「例外その１」及び「例外その２」に該当する場合も確認依頼書を提出

するのか？ 

Ａ  確認依頼書は「例外その３」に該当する場合になりますので、提出は不

要です。しかし、例外その１及びその２に該当する情報を確認できた日

付や根拠内容については、支援経過記録に記載をしておいてください。 

 

Ｑ５ 確認依頼書の提出方法は？ 

Ａ  介護保険課に持参又は郵送で提出してください。地区福祉窓口には提出

できません。 

 

Ｑ６ 医師の医学的所見は、診断書等の書面で提出するのか？ 

Ａ  必ずしも診断書等の書面で提出する必要はありません。主治医意見書で



の確認の他、ケアマネジャー又は介護予防支援事業所の担当職員による

医師からの聞き取りをサービス担当者会議の要点（第４表）に記入する

ことで足ります。 

 

Ｑ７ 医師の医学的所見の収集では、どのような内容が必要か？ 

Ａ  ①必要性が想定される状態像 

    確認依頼書の「医師の医学的所見」のどこに該当するか確認してくだ

さい。 

   ②利用者の病名と病状、どうして福祉用具が必要な状況なのか 

    例：病名：肝硬変 

      病状：肝硬変が悪化している。腹水、るいそう、下肢浮腫が著明

で安静が必要な状態である。腹水、浮腫により起き上がり

に時間がかかる。腹水、浮腫の軽減のため利尿剤を使って

いる。 

         以上のとおり、自宅療養するためには特殊寝台及び特殊寝

台付属品が必要である。 

※ 医師の同意ではなく必要性必要性必要性必要性のののの判断判断判断判断が必要になります。 

     

Ｑ８ 主治医とは主治医意見書を書いた医師のことか？ 

Ａ  主治医とは、利用者の身体状況を把握している医師のことであり、主治

医意見書を書いた医師に限定されません。 

 

Ｑ９ サービス担当者会議の日程を調整しているが、利用者・家族と担当者の

日程が合わない場合はどうしたらいいですか？ 

Ａ  やむを得ない場合がある場合は、担当者による照会等により意見を求め

ることができます【運営に関する基準（Ｈ１１厚令第３８号）第１３条

より】。ただし、照会等で意見を求めた記録をサービス担当者会議の要点

にも記録するか添付することが必要です。 

 ※また、要支援者で、ケアマネジャーへ委託の場合は、委託先及び介護予防 

支援事業所の担当職員の出席も必要です。（やむを得ない場合は照会等） 

 

Ｑ10 サービス担当者会議の要点には、どのような内容を記載する必要がある

か？ 

Ａ  サービス担当者会議の要点には、次の①から⑥までの項目を確認し記載

します。なお、福祉用具を貸与することによる自立支援自立支援自立支援自立支援のののの効果効果効果効果や廃用症廃用症廃用症廃用症

候群候群候群候群へのへのへのへの防止効果防止効果防止効果防止効果を十分に検討してください。 

① 医師の医学的所見が書面ではない場合、医学的所見 

② 利用者、家族の意見 

③ 利用者の状態(病状やその経過、福祉用具が必要な状況、福祉用

具を使うことで期待できる効果等) 



④ サービス担当者の必要性の意見 

⑤ 福祉用具だけではなく、他の方法（サービス）についても検討

したこと 

⑥ サービス担当者会議を行って最終的なケアマネジャー及び介

護予防支援事業所担当職員の福祉用具の必要性の判断（利用者

の状態像をとらえて具体的に必要性の判断を記載すること） 

  

Ｑ11 福祉用具貸与を利用している利用者の認定の更新等にあたっては、再度

確認依頼書を提出する必要があるか？ 

Ａ  ケアマネジャー又は介護予防支援事業所の担当職員は、要介護認定等を

受けている者が更新認定、区分変更又は新規認定を受けた場合は、サー

ビス担当者会議を開催することとされていることから、再度確認依頼書

を提出する必要があります。 

 ※ 事業所の変更、同一事業所内でのケアマネジャー等の変更、 

新しく種目や品目を貸与するときも再度、提出。 

ただし、担当ケアマネジャーの変更（但し、新しい担当者が利用者はじめ

各サービス担当者と面識を有していること）のような場合は、｢軽微な変

更｣に該当する場合があると考えられるため、事業所内で、提出すべきか

の判断をしてください。提出しない場合は、その根拠を支援経過記録等に

記載しておいてください。 

※ 区分変更の際は、暫定プラン作成に向けて主治医の意見収集を基にサービ

ス担当者会議を開催し、貸与の必要性を検討する。その後、認定結果が軽

度者だった場合は、確定プランのサービス担当者会議を開催し、再検討を

行う。その際、利用者の心身状況に変化がなければ、暫定プランのサービ

ス担当者会議時に収集した主治医の意見を基に再検討でも問題ありませ

ん。市への提出書類のうち、サービス担当者会議の要点は 2 枚（暫定及び

確定）となります。 

 

Ｑ12 確認結果の【注意】に「１ このお知らせは、軽度者に対する福祉用具

貸与の要否の確認をお知らせするもので、福祉用具貸与の給付を決定す

るものではありません。」とあるが、どういう意味か？ 

Ａ  確認結果が「必要と判断する」となった場合でも利用者の状況やケアマ

ネジメントの結果、福祉用具が必要ではない状況が考えられます。その

ため上記の【注意】を掲載しています。  

 

                ２０１４年８月１日 藤沢市介護保険課 


